
福島県財務規則（抜粋） 

 

別記１（入札保証金の減免） 

 第２４９条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、入札保

証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保

証保険契約を締結しているとき。 

二 施行令第百六十七条の五第一項又は施行令第百六十七条の十一第二項の規定により

入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しよう

とする者が、当該資格を有する者であつて、過去二年間に国(予算決算及び会計令第九

十九条第九号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)、地方公共団体、独立行政法

人、国立大学法人又は地方独立行政法人とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を

数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないお

それがないと認められるとき。 

三 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

四 その他別に定めるとき。 

 

別記２（入札保証金の納付等） 

 第２５１条 契約権者は、第二百四十九条第一項の規定により入札保証金の全部の納付の

免除をした場合を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直

前までに、契約権者の発する納入通知書により入札保証金の全額(その一部の納付の免除

した場合にあつては、その免除した額を控除した額)を関係の出納機関に納付させなけれ

ばならない。 

２ 出納機関に、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、領収書を当該入札

に参加しようとする者に交付しなければならない。 

３ 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする

者をして、前項の規定により交付を受けた領収書を提示させ、その確認をしなければなら

ない。 

 

別記３（入札保証金の還付） 

 第２５３条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に

対してはその者と締結する契約が確定したのちに、請求により還付する。ただし、落札

者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意があるときは、契約保証金の全部又は

一部に充当することがあるものとする。 

２ 前項の規定による入札保証金の還付の手続については、契約権者が支出権者又は物品

管理権者となるほか、第六章又は第九章の規定の例による。 



別記４（契約保証金の減免） 

 第２２９条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保

証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

一 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。 

二 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結して

いるとき。 

三 （略） 

四 施行令第百六十七条の五第一項又は施行令第百六十七条の十一第二項の規定により

入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手方が、当該資格

を有する者であつて、過去二年間に国(予算決算及び会計令第九十九条第九号に掲げる

沖縄振興開発金融公庫等を含む。)、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則

法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二百四

十九条第一項第二号において同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律

第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第二百四十九条第一項第二

号において同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十

八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第二百四十九条第一項第二号

において同じ。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結

し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められる

とき 

五から十八まで（略） 

 ２ （略） 

 

別記５（契約保証金の納付等） 

 第２３１条 契約権者は、第二百二十九条の規定により契約保証金の全部の納付の免除を

した場合を除くほか、契約の相手方となるべき者をして、契約権者の発する納入通知書

により契約保証金の金額(その一部の納付の免除をした場合にあつては、その免除した額

を控除した額)を関係の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に納

めさせなければならない。 

２ 出納機関は、前項の規定により契約保証金の納付があつたときは、領収書を当該契約

の相手方となるべき者に交付しなければならない 

 

別記６（契約保証金の還付） 

 第２３３条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に契約の相手

方に還付する。 

２ 前項の規定による契約保証金の還付の手続については、契約権者が支出権者又は物品

管理権者となるほか、第六章又は第九章の規定の例による。 


